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（2015年 9月入学,2016年 4月入学 入学試験要項17ページ補足資料） 

 
慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院） 

2016年度の学費改定について 
 

慶應義塾大学大学院法務研究科 
 

2016年度より、法務研究科（法科大学院）の学費を下記の通り、改定します。 
 

          ※その他の費用および学費スライド制の適用については、入学試験要項 17ページに準じる。 
 
 
学費改定について 
 １．2015年度までは奨学金として一律 400,000円を支給してきましたが、2016年度入学者からは、この奨学金

を廃止し、学費の中にあらかじめ組み入れることとしました。 
 

 ２． 2015年度まで法学未修者コースは 1年次の授業料が 1,350,000円でしたが、法学未修者教育の充実化のた
め、支援策を講じていることを踏まえ、法学未修者コースの 1年次も 2年目以降と同額（1,050,000円）とし
ます。 

 
2015年 9月入学者の学費について 

１．2015年 9月入学者については、2015年度秋入学の学費が適用されますが、奨学金として 400,000円を一律
給付します。（入学試験要項 17ページ参照） 

 
 

以上 
 

2016年度 法務研究科学費 単位：円 

研究科 ｺｰｽ 入学金 在籍料 授業料 施設設備費 
初年度 

納付金額 

在籍2年目以降

納付金額 

法務研究科 
未修 

100,000 300,000 1,050,000 170,000 1,620,000 1,520,000 
既修 


